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議案名  

議案第 15号 第 2 期桐生市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

趣旨・目的 

 現行計画である桐生市子ども・子育て支援事業計画が令和元年度をもって

終了することから、第 2期桐生市子ども・子育て支援事業計画を策定し、将

来を担う子どもの健やかな成長を支えるとともに、新たな社会環境の変化に柔軟

に対応した総合的な子育て支援施策を計画的に推進しようとするものです。 

概 要 

 第 2期桐生市子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法第 61

条に基づく子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援対策推進法第 8条

に基づく次世代育成支援行動計画を一体的に策定する計画です。 

1 計画の期間  ：令和 2 年度から令和 6年度までの 5年間 

2 計画の基本理念：「子どもと親が輝くまち 桐生」 

3 計画の基本目標：次の 9 つの項目を基本目標としています。 

(1) 乳幼児期の教育・保育・地域における子育て支援 

(2) 地域における子育て支援・保育サービス等の充実 

(3) 母親と乳幼児の健康の確保と増進 

(4) 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

(5) 子育てを支援する生活環境の整備 

(6) 職業生活と家庭生活との両立の推進 

(7) 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進 

(8) 子どもの安全の確保 

(9) 要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 

背景・経過 

 現行計画である桐生市子ども・子育て支援事業計画が令和元年度をもって

終了することから、令和 2年度を初年度とする第 2期桐生市子ども・子育て

支援事業計画を策定するため、作業を進めてきました。 

 平成 30年 12 月には、市内在住の 0歳から 5歳までの子どもを持つ 2千世

帯を対象にアンケート調査(ニーズ調査)を実施し、その結果を反映するとと

もに、桐生市子ども・子育て会議(17 名の委員で構成)における委員からの

意見聴取、また、令和元年 12月から実施しました意見提出手続(パブリック

コメント)を経て、本計画をとりまとめました。 


